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富山県ウェルビーイング広報・行動変容促進業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、富山県ウェルビーイング広報・行動変容促進業務を委託する事業者を選定す

るために行う公募型プロポーザルに関し、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名 

富山県ウェルビーイング広報・行動変容促進業務委託 

（２）業務内容 

別紙「業務委託仕様書」（以下、「別紙仕様書」という。）のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日から令和９年３月31日（水）まで 

（４）契約上限額 

金7,000,000円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、この上限額とは別に契約手続きにおいて予定価格を設定します。 

 

３ プロポーザルの参加資格、条件等 

（１）優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること。 

（２）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。 

（３）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（４）次のいずれにも該当しない者 

ア 役員等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時

契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者 

エ 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したと認められる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していると認め

られる者 

 

４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルについて質問がある場合は、質問書（様式第２号）により提出してください。

電話及び口頭による質問は受け付けません。 
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（１）受付期限  令和８年７月６日（月）午後５時（必着） 

（２）提出方法  電子メール（電話で到達確認をしてください。） 

（３）提 出 先  富山県知事政策局企画室ウェルビーイング・総合計画推進課 

 E-mail：akikaku@pref.toyama.lg.jp （連絡先は、「12」を参照） 

（４）回  答  質問に対する回答は、令和８年７月８日（水）まで（予定）に全ての参加者に

通知します。 

（５）以下の質問については、受け付けません。 

・ 評価基準の配点に関する質問 

・ 他の応募者に関する質問 

・ 審査員に関する質問 

・ その他、プロポーザルに参加するものとして適切でない質問 

 

５ プロポーザルへの参加申込 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、プロポーザル参加申込書（様式第１号）を提出して

ください。 

（１）提出期限  令和８年７月６日（月）午後５時（必着） 

（２）提出方法  電子メール（電話で到達確認をしてください。） 

（３）提 出 先  富山県知事政策局企画室ウェルビーイング・総合計画推進課 

E-mail：akikaku@pref.toyama.lg.jp （連絡先は、「12」を参照） 

（４）事情により参加を辞退する場合は、７月 10日（金）午後５時までに、辞退届（様式任意）

を提出してください。 

 

６ 企画提案書等の提出 

  企画提案書は下記により提出してください。なお、必要に応じて追加資料を提出いただくこと

もあります。 

（１）提出書類 

   次の①～③の書類を提出してください。 

①企画提案書（Ａ４版：任意様式） 

別紙仕様書を参照の上、詳細な企画内容を提案してください。 

・企画提案コンセプト 

・別紙仕様書を踏まえた企画の内容（広報・周知方法、応募・参加を促す工夫、募集コンテ

ンツの共有・発信方法、活用するインフルエンサー・著名人等の候補者を含む） 

・業務の実施スケジュール 

・なお、本委託業務の目的、趣旨に沿った提案であり、委託金額の上限の範囲内であれば、

独自要素として実施項目を追加して差し支えありません。 

②経費見積書（任意様式） 

本委託業務の実施に伴うすべての経費を算出し、見積書を提出してください。また、経費

の内訳が具体的にわかるように記載してください。 

③業務実施体制報告書（任意様式） 

・会社等の業務概要 
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・責任者氏名及び職務経歴、人員配置・実施体制など 

・過去の類似事例の受注実績 

（２）提出期限  令和８年７月 24日（金）午後５時（必着） 

（３）提出方法  ファイル形式は PDFとし、電子メールにてご提出ください。（電話で到着の確認

をお願いします。）なお、提出するファイルの合計容量が 10MB を超える見込み

の場合は、令和８年７月 23日（木）正午までに事務局にご連絡ください。大容

量ファイルの送信方法について、別途お知らせします。 

（４）提 出 先  富山県知事政策局企画室ウェルビーイング・総合計画推進課 

 E-mail：akikaku@pref.toyama.lg.jp （連絡先は、「12」を参照） 

（５）その他  

・ 提案は、参加業者１者につき１案とします。  

・ 次に掲げる場合については提案を無効とします。  

ア 所定の日時までに所定の提出先に提出すべき書類を提出しなかった場合 

イ 本プロポーザルに関する条件、あらかじめ指示した事項等に違反した場合 

・ プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担となります。 

・ 委託料には、受託者の旅費、資料の郵送費等一切の付帯費用を含むものとします。 

・ 受託者は、受託業務を実施するにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の

利益のために利用することはできません。委託業務終了後も同様とします。 

・ 業務の実施にあたり、第三者（県及び受託者以外のもの）が権利を有する素材を用いる場

合は、著作権処理など利用に必要な措置を講じてください。 

・ 委託業務により作成した成果物及び当該成果物に係る著作権は、県に帰属するものとしま

す。 

 

７ 企画提案書の取り扱い 

提出いただいた提案書は、下記により取り扱います。 

（１）提案書等の著作権は提案者に帰属し、県は次の（２）の場合、提案書等を無償で使用する権

利を持つものとします。 

（２）提案書等は、委託業者の選定を行うために必要な範囲において複製を作成することがありま

す。 

（３）提案書の内容について提案者にヒアリングを実施する場合があります。ヒアリングに要する

費用については、提案者の負担とします。 

（４）委託業務の事項及び業務の進め方等についての詳細については、適宜、県との協議を重ねな

がら決定していきます。 

（５）提出した企画提案書を県に無断で他の事業等へ転用することはできません。 

 

８ 審査方法及び審査基準 

（１）審査方法 

プレゼンテーションによる審査を行い、委託候補者を決定します。ただし、応募者が多数で

あった場合には、書類選考による一次審査を行ったうえで、プレゼンテーションに参加する

者を制限する場合があります。 
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①  プレゼンテーションの日時（予定） 

・令和８年７月 27日（月）以降の平日 ※後日個別に連絡します。 

② プレゼンテーションの実施方法 

・対面またはオンライン（Zoom）により実施します。 

③ その他（予定） 

・プレゼンテーションは、参加申込書を提出された順番で実施します。 

・当日の説明は、企画提案時に提出した企画書等のみを使用するものとし、追加資料を用いる

ことは認めません。 

・プロポーザル参加者ごとのプレゼンテーションの持ち時間は、１社あたり 20 分程度（説明

15分、審査員からの質疑応答５分）とします。 

（２）審査基準 

   別紙「審査基準」のとおり 

（３）結果通知 

審査結果は、企画提案書の提出があった事業者に対して書面で通知するとともに、契約候

補者の名称等を富山県のホームページで公表します。審査結果に対する異議申立、質問は受

け付けません。 

（４）失格事項 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

①本実施要領（仕様書及びこれに附属する書類を含む。）に記載された条件に適合しない場合 

②プロポーザル参加資格要件を満たしていない場合 

③複数の企画提案書を提出した場合 

④提出のあった企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補

正に応じない場合 

⑤提出書類に虚偽又は不正があった場合 

⑥企画提案書等の提出期限までに所定の書類が整わなかった場合 

⑦この他不正な行為があった場合 

 

９ 契約手続き等 

選定された契約候補者と仕様書の内容を別途協議の上、契約を締結します。 

仕様書の内容は、契約候補者がプロポーザル提案した内容が基本となりますが、契約候補者と

県との協議により最終的に決定します。 

契約候補者が必要な契約条件に合致しない場合は、審査結果において次点の者と契約締結につ

いて協議します。 

 

10 その他 

（１）受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、

業務の一部については、受託者があらかじめ県と協議し、県が承認した場合に限り第三者へ

委託、又は請け負わせることができます。 

（２）委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、県の指示に従ってください。 

（３）委託期間中に委託業務の中間報告を求めたときは、速やかに報告してください。 
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（４）当事業は、国の交付金を活用するため、業務完了後に会計検査等への対応が生じる場合があ

るので、あらかじめ留意して下さい。 

 

11 今後のスケジュール（予定） 

（１）参加申込・質問受付期限 ７月 ６日（月）午後５時 

（２）質問の回答       ７月 ８日（水）予定 

（３）書類提出期限      ７月 24日（金）午後５時 

（４）プレゼンテーション   ７月 27日（月）以降の平日 

 

12 提出・問い合わせ先 

〒９３０－８５０１ 富山県富山市新総曲輪１番７号 

  富山県企画室ウェルビーイング・総合計画推進課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－８４８９ 

ＦＡＸ：０７６－４４４－４４０６ 

  Ｅ－mail：akikaku@pref.toyama.lg.jp 


